
 

1 

 

令和８年度 浦添市認定こども園・保育所等入所申込 
オンライン申請操作マニュアル 

 

申請を開始する前に、次の点をご確認ください。 

 
① 申請に必要な機器類について 

 スマートフォン、パソコンどちらでも申請が可能です。 

 インターネット接続に必要なデータ通信料金は申請者の負担となります。 

 身分証明書や必要書類を撮影して添付する必要があるため、カメラ付きのスマートフォンで申請いただくこ 

とをおすすめします。 

 

② 入力項目と所要時間について 

 入力いただく情報は、入所を判定する際の重要な情報となります。項目が多い点につきましては、あらかじ

めご了承ください。申請に必要な時間の目安は、おおむね 15分程度です。 

※きょうだいで同時に申込みをする場合は、児童の人数分申請が必要です。 
 

③次に該当する児童はオンライン申請の対象外です。 

 当てはまる場合、窓口または郵送にて紙媒体での申請をお願いします。 

・発達支援教育保育を初めて希望する、又は発達支援教育保育をすでに受けており転園を希望する場合 

・市外の認可保育所等への入所を希望する（広域入所の手続きが必要です。こども未来課へご連絡下さい。） 

・令和８年４月１日時点に浦添市民ではない（在住市町村での申請が必要です。） 

・私立認定こども園（１号認定）、事業所内保育事業（従業員枠）は、直接園への申込みとなります。 

 

③ 必要書類の事前準備 

マイナンバーカードをお持ちでない方でも申請可能です。  

事前に必要書類を確認し、お手元にご準備の上、申請を開始してください。 

 

 

 

※児童一人につき複数回申請は可能ですが、その場合は最も新しい申請が有効となり、以前の申請は取り消し

たものとみなします。以前の申請内容は、受付後に登録メールアドレスに送付される送信完了メールに入力内

容がすべて記載されていますので、そちらをご確認ください。 

 

 

必要書類の確認はこちらから↓ 
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以下の二次元コードから申請ページへアクセスしてください。 

 

 

  

 

 

※二次元コードが読み込めない場合は直接 URLからアクセスしてください。 

https://logoform.jp/form/YmYw/1176322 

 

■オンライン申請画面の操作について 

１. 申請途中のデータ保存について 

入力中に「戻るボタン（◁、＜）」を押したり、別ウィンドウに画面遷移したりすると、入力内 

容が消えてしまいます。前のページに戻る場合は、「一つ前の画面に戻る」を押してください。 

申請を一時中断する場合などには、申請途中のデータを保存する機能をお使いください。 

申請画面の下へスクロールし、「入力内容を一時保存する」というボタンを押してください。 

同じブラウザからアクセスした場合続きから再開することができます。 

※ファイルは一時保存できないため、再度アップロードする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戻るボタンは、押さないでく

ださい。 

https://logoform.jp/form/YmYw/1176322
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■申請の手順（申請分岐フォーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １．前ページの二次元コードを読み込み、申請をする上 

での注意事項をご確認ください。 

 前に 
 

 

         ２．あてはまるものを選択します。 

※「下記のいずれにも該当しない」以外を選択された場合 

は、紙での申請または別自治体への申請が必要になります 

ので、ご不明な点がありましたらこども未来課までご確認 

ください。 

。 

         ３．申込みをするお子さまの令和８年４月１日時点の年齢 

と在園状況を選択します。 
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【申込児童が２歳以下の場合】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※企業主導型保育事業所の申込について 

・企業主導型保育事業所を利用する場合は、直接園への申込となりますので、ご希望の施設に空き状況や入所手続きについて 

ご確認ください。 

・企業主導型保育事業所を利用する場合でも、お住いの市町村での教育・保育支給認定が必要になります。 

「企業主導型保育事業所を希望する」を選択した場合は、企業主導型保育事業所を利用するために必要な教育・保育支給認定 

の申請フォームへリンクしますので、案内に沿って申請してください。 

        ４－１．【現在認可園を利用していない場合】 

 

●認可園の利用を希望する場合は、「認可園の利用を希望する」を 

選択します。選択後、申請フォームへの URL（リンク）が表示され 

ますので、クリックして申請手続きを進めてください。 

●認可園を希望せず、企業主導型保育事業所を利用したい場合は、 

「企業主導型保育～」を選択します。 

 

        ４－２．【現在認可園を利用している場合】 

 

●現在の園でそのまま進級を希望する場合は、「在園継続をする」を 

選択します。選択後、申請フォームへの URL（リンク）が表示され 

ますので、クリックして申請手続きを進めてください。 

●転園を希望する場合は「転園を希望する」を選択します。選択後、 

申請フォームへの URL（リンク）が表示されますので、クリックして 

申請手続きを進めてください。 

●次年度は認可園の利用を希望せず、企業主導型保育事業所を利用 

する場合は、「企業主導型保育～」を選択してください。 
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【申込児童が３歳以上の場合】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公立・公私連携認定こども園について】 市内公立小学校に併設されている認定こども園です。 

 公立認定こども園  

①浦添こども園 ②牧港こども園 ③当山こども園 ④内間こども園 

 公私連携型認定こども園 

①仲西こども園 ②神森こども園 ③浦城こども園 ④港川こども園 ⑤宮城こども園  

⑥沢岻こども園 ⑦前田こども園 

 

【認定種別】 

１号認定 申込児童が３歳～５歳で、保育要件（就労等）に該当しない場合。認定こども園、幼稚園でおお 

むね午後２時まで教育利用。※１号認定で午後の預かり保育を利用する場合を含む 

２号認定 申込児童が３歳～５歳で、保育要件に該当する場合。認可保育所、認定こども園、地域型保育事業 

所でおおむね午後６時までの保育利用 

         ４－３．【現在認可園を利用していない場合】 

     

利用を希望する施設、認定を選択してください。 

「私立認定こども園の１号認定利用」を希望する場合は、直接園へ 

の申込みとなります。 

※下記「認定種別」を確認し、希望する認定種別を選択してください。 

        ４－４．【現在認可園を利用している場合】 

 

現在の園でそのまま進級を希望する場合は、「在園継続を希望」を 

選択します。 

１号→２号、または２号→１号への切替を希望する場合は、「在園 

継続（●号切替）希望」を選択してください。 

転園を希望する場合は「転園を希望する」を選択してください。 

※下記「認定種別」を確認し、希望する認定種別を選択してください。 
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        ５．選択に沿った申請フォームの URL（リンク）が表示されます 

ので、クリックして申請手続きを進めてください。 
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■申請の手順（２・３号利用申込フォーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         １．選択に沿った申請フォームの 

URL（リンク）が表示されますので、 

クリックしてください。 

 

         ２.申込児童がこのフォームに該当 

     することを確認しましたら、「該当 

する」にチェックします。 

         ３．申請保護者の情報を入力します。 

     ・郵便番号を入力すると市区町村まで 

自動入力されますので、番地以降 

（例：安波茶 1-1-1）を入力。 

・本人確認書類は、「運転免許証」等 

を添付してください。 

         ４．児童情報を入力します。 

    

     生年月日と年齢（令和 8年 4月 1 日時点） 

に矛盾がある場合、エラーが出ます。 

正しい年齢・生年月日を入力してください。 

５.申込児童の保育状況、発育状況を入力 

します。 
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              発達支援教育保育（医療的ケア）の希望の有無 

すでに発達支援保育を市の認可保育所等で受けていて、次年度も同園で 

進級を希望する場合は、オンライン申請可能です。 

今回初めて発達支援を希望する場合またはすでに発達支援を受けていて 

転園を希望する場合の受付は、9 月で終了していますが、申請時期によっ 

ては、発達審査会に間に合う場合がありますので、至急こども未来課の 

窓口にてご相談ください。 

         ６．利用希望期間を選択します。 

利用希望期間は、開始年月日を 

「令和８年４月１日」、終了年月日を 

「令和９年３月 31 日」と選択します。 

    

         ７．利用希望施設を選択します。 

第 2 希望以降は、希望がある場合に 

選択してください。 

1 次選考は、第 1 希望から第 5 希望まで 

に記載された園について行います。 

    

              選択した園に該当する年齢のクラ 

スがない場合や、すでに選択した園 

の場合はエラーが表示されますので、 

園を変更してください。 
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              第５希望まで選択し、一次選考で残念ながら保留になった場合、 

二次選考において第１希望から第５希望までの希望園以外に空きが 

ある場合の入所を希望することができます。 

 

希望する場合は、お住いの小学校区内の園のみを希望する、又は 

市内全域で希望する、のいずれかを選択してください。 

      ８．きょうだい２人以上が新規または転園希望として申込みをする場合、 

選考方法を選択することができます。 

 

①「きょうだい全員が同時に同じ園で内定した場合のみ利用を希望する」  

きょうだいが同じ保育園等に同時に内定が出せる場合に入所内定となります。       き

ょうだいが１人でも入園できない、または同じ園で内定することができない 

場合は、全員入園できません。 

 

②「きょうだいの全員が同時に内定できるなら、別々の園でも利用を希望する」 

きょうだいと同じ園になるよりも、それぞれの希望順位が高い園を優先して 

選考します。きょうだいが１人でも内定できない場合は、全員入園できません。 

 

③「きょうだいのうち、一人でも内定した場合は利用を希望する」 

希望順位が低い園でもいいので、きょうだいと同じ園になるほうを優先して 

選考します。きょうだいの一方が内定できない場合でも、もう一方は内定する 

場合があります。 

     

④「希望しない」 

きょうだいの内定状況や内定園を考慮せず、それぞれ希望順位が高い園を優先 

して選考を行います。 

 

     どれを選択したらよいか迷った場合は、「きょうだいのうち、一人でも内定した 

場合は利用を希望する」を選択すると、きょうだい同園になる可能性を残しつつ、 

入所できる児童だけでも内定が出る可能性があります。 

転園希望の児童は、保留になった場合でも一次選考後までは現在の園での在園保障 

があります。 
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         ９．育休延長の許容の可否について 

     ※注意※「許容できる」を選択すると 

選考の際、マイナス 300点となり、 

他の児童が優先して選考されます。 

入所を希望する場合は、「許容できな 

い」を選択してください。 

         １０．保護者状況について 

      該当する保護者の状況を選択して 

ください。 

         １１．保護者の情報について 

      保護者の情報を入力してください。 

      ※「職業・学校名」にはお勤め先や 

職種（事務職等）をご記入ください。 

         １２．保育を必要とする事由（保育要件）について 

      該当する保育要件を選択してください。 

複数の要件に該当し、点数の高い方で認定を受け 

たい場合は、それぞれ選択し保育を必要とする事由 

に該当することが確認できる書類をアップロード 

してください。 

         １３．保育要件の確認書類のアップロードについて 

      選択した保育要件に応じて、添付が必要な書類が 

      表示されますので、就労証明書等の保育必要書類を 

アップロードしてください。 

※必要書類については、入所案内 P5 をご参照ください。 

 

クリップマークをタップし

て、必要書類を撮影し、アッ

プロードします。 
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【就労要件の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       １４－１．就労種別の選択 

   いずれか該当するものを選択してください。 

 

   勤 務：雇用されている場合 

   自 営 業 主：自営業の方 

   自営業専従者：同一生計の自営業主の業務に従事し、専従者給与等の申告をしている方

家族従業者等：自営業専従者以外の同一生計の家族、または三親等内の親族が経営する 

自営業の事業所で就労している場合 

内職、業務委託：内職や業務委託を行っている場合 

 

９ この画面が表示されましたら 

送信完了です。画面下までスクロ 

ールし、必ず「控えをダウンロー 

ドする」か「入力内容を印刷する」 

を押し、申請内容を控えてくださ 

い（p3 参照）。 

１４－２．勤務先代表者と三親等内の親族関係の有無 

勤務先代表者が、三親等内の親族である場合は、「有」を選択してください。 

 

タイムカード等の添付項目が表示されますので、タイムカード等を添付して下さい。 

「有」の場合で、就労先が法人化されておらず、かつ書類添付がない場合は、就労 

基礎点は最大１４点となります。 
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１４－３．自営業等の添付書類 

就労種別で、「勤務」以外を選択した場合、書類添付項目が表示されますので、 

次の書類を添付してください。 

添付は必須ではありませんが、添付がない場合、就労点は最大で１４点となります 

のでご留意ください。 

 

自 営 業 主：開業届（１年以内）、直近の税申告書の写し 

自営業専従者：専従者給与申告書 

家族従業員等：タイムカード、給与明細、給与振込がわかる通帳の写し 

内職、業務委託：業務委託契約書等の写し 
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【就労要件以外の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４－４．選択した保育要件の証明書類をアップロードしてください。 
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１５．保護者、申込児童以外の世帯人数について 

保護者と申込児童を除いた世帯人数を選択します。。 

当該世帯構成員の氏名、続柄、生年月日等の情報 

を入力してください。 

     ６人目以降は、備考欄に、氏名、続柄、 

生年月日を入力してください。 

１６．生活保護、ひとり親、障がい者世帯 

の該当の有無について入力してください。 

該当する場合は、その該当することが確認 

できる書類をアップロードしてください。 

１７．その他必要書類 

該当する項目にチェックをします。添付項目が表示されますので、必要書類を 

アップロードしてください。 

・令和７年１月１日時点にお住いの自治体で取得した令和７年度所得課税証明書 

・海外就労の場合の収入確認書類（W2 など） 

・転入先の住所が確認できる書類 

・保育士等資格証 

・認可外保育施設等の利用を証明する書類 

・保育時間申立書 

 

～書類の再提出について～ 

お手元に必要書類がない場合は、後日「再提出フォーム」からオンラインで提出 

することが可能です。その際は、以下の期限までに必ずご提出ください。 

再提出期限：令和７年 10 月 24 日（金）23 時 59 分まで 

 

※注意※ 

10 月 25 日（土）以降に提出された書類は、一次選考の対象外となりますので、 

期限厳守でご対応ください。 
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１８．同意事項・確認事項について 

同意事項、確認事項の内容をご確 

認いただき、チェックをします。 

１９．確認画面へ 

入力が完了しましたら、「確認画面へ 

進む」をクリックします。 

 

２０．内容確認・送信 

内容を確認し、「送信」をクリックし 

ます。内容を訂正したい場合は「1 つ 

前の画面に戻る」をクリックします。 

 

              「送信」をクリックした後、画像の 

ようなエラーが出た場合は、入力画面 

に戻り、エラーを解消してください。 

記載 

２１．送信完了 

申請が完了しましたらメッセージが表示 

されます。 

「入力内容を印刷する」をクリックして 

入力内容の保存してください。 

ダウンロードした内容は、端末のファイル 

フォルダに保存されます。 

 

２２．送信完了メールの受信 

申込みが完了しますと、登録されたメール 

アドレス宛てに送信完了メールが届きます。 

受付番号が記載されますので、受信メール 

は必ず保存してください。 
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再提出フォーム 

（添付書類に不備があった場合はこちらから再提出ができます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ インターネットで「ぴったり  ２ 地域を検索します。      ３ 「子育て」を選択し「この条 

サービス」と検索するか、入所案  「沖縄県 浦添市」を選択します。  件でさがす」を押してください。 

内の二次元コードからアクセスして 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４「【再提出フォーム】保育所等入所  ５「申請する」を押してください。 

申込みに関する追加資料」を選択し    申請者情報を入力し、書類を添付し 

てください。                        てください 


